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平成２２年１月１８日 

中央三井アセット信託銀行株式会社 

年金コンサルティング部 
 
 

◆ 免除保険料率の見直し及びそれに伴う財政運営基準の改正等について ◆ 

平成２２年１月１５日付で、『「代行保険料率の算定に関する取扱いについて」等の一部改正につ

いて』（平成２２年 1 月１５日 年発第０１１５第１号）及び『「厚生年金基金の設立、合併及び分

割等の認可申請等の手続について」の一部改正について』（平成２２年 1 月１５日 年企発０１１

５第１号）が発出されました。 

これにより、パブリックコメント募集手続きの行われていた「代行保険料率の算定に関する取扱

い」及び「掛金計算における基本プラスアルファ部分と代行部分の分離」等に関する改正が行われ

ました。 

【通知の主な項目】 

 厚生年金基金規則の一部を改正する省令等の施行に伴う代行保険料率の算定について 

 「代行保険料率の算定に関する取扱いについて」の一部改正 

 「厚生年金基金の財政運営について」（次頁以降の説明で「財政運営基準」という。）の一部

改正 

 「厚生年金基金における決算事務の取扱いについて」（次頁以降の説明で「決算通知」とい

う。）の一部改正 

 「厚生年金基金の分割に伴う資産の分割について」（次頁以降の説明で「資産分割通知」とい

う。）の一部改正 

 「厚生年金基金の設立、合併及び分割等の認可申請等の手続について」（次頁以降の説明で

「設立、合併・分割通知」という。）の一部改正 

【関連するパブリックコメント募集内容】 

 平成２１年７月１５日付「厚生年金基金の財政運営基準について」の改正案 

 平成２１年１０月１４日付「代行保険料率の算定に関する取扱いについて」の一部改正等に

ついて（案） 

別紙のとおり概要をまとめましたのでご参照ください。   
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【通知の概要】 

今回の通知の主な事項は以下のとおりです。 

１．代行保険料率算定関係 

（１）厚生年金本体の財政検証に伴い全ての基金において代行保険料率を算定することとなったが、

この算定基準日は、原則として平成２１年３月３１日とすること。（新免除保険料率の適用は

平成２２年４月から） 

（２）代行保険料率の算定に使用する予定利率は年４．１％とし、予定死亡率は改正後の新死亡率

を用いること。 

（３）免除保険料率は、一定の条件を満たす場合には、変更前の代行保険料率に基づき決定する経

過措置を定めること。 

（４）代行保険料率算定届出書の提出期限を平成２２年１月末日とすること。 

（届出書の提出に際し、代議員会の議決や承認は不要。但し、事業主や加入者等への結果の周  

知に特段の配慮が必要。） 

（５）平成２１年３月３１日基準の財政再計算報告書の提出期限は平成２２年２月末日とすること。 

 

２．財政運営基準の改正関係 

（１）基本部分の掛金計算における基本プラスアルファ部分と代行部分の分離 

 ア．基本部分規約上標準掛金率は、以下の①と②の合計とすること。 

①代行部分の規約上掛金率 

  免除保険料率とする。 

②基本プラスアルファ部分の規約上掛金率 

  基本プラスアルファ部分単独で掛金率計算を行う。 

   イ．基本部分規約上特別掛金率は、以下の①と②の合計とすること。 

① 代行部分の予定利率を前提として、代行部分の未償却過去勤務債務を予定償却期間で償却 

する掛金率。 

     代行部分の未償却過去勤務債務＝最低責任準備金（継続基準）－代行部分の資産 

② 基本プラスアルファ部分の予定利率を前提として、基本プラスアルファ部分の未償却過去 

勤務債務を予定償却期間で償却する掛金率。 

なお、規約上掛金率は、原則として数理上掛金率を四捨五入して千分率で定める。ただし、この 

ように算定した基本プラスアルファ部分の規約上標準掛金率が０となる場合は、数理上掛金率を 

万分率で切り上げることもできる。 

 

（２）代行部分の予定利率 

     代行部分の予定利率は、年金特別会計の厚生年金勘定に係る積立金の長期的期待収益率を勘案 

して決定すること。 

 

（３）数理債務等を計算する時に使用する掛金率 

数理上掛金率と規約上掛金率の小さい方を使用する。 

なお、数理上掛金を切り上げて規約上掛金としている場合は、規約上掛金を用いることも可能。 
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（４）年金資産の配分方法 

    代行部分と基本プラスアルファ部分への年金資産の配分方法は、現行の基本部分と加算部分へ 

の資産の配分に準じて合理的に決定する。 

数理債務

（加算部分）

数理債務
（基本プラス

アルファ部

分）

最低責任
準備金

年金資産
（代行部分
相当分）

年金資産
（基本プラスア

ルファ相当分）

年金資産
（加算相当分）

加算部分のPSLは加算部分の予定利率を用いて算定し

た特別掛金で償却

基本プラスアルファ部分のPSLは基本部分の予定利率

を用いて算定した特別掛金で償却

代行部分のPSLは代行部分の予定利率を用いて算定し

た特別掛金で償却

 

（５）勘定科目の見直し等 

   ア．最低責任準備金（継続基準）の新設と責任準備金の定義変更 

     最低責任準備金（継続基準） 

＝最低責任準備金＋最低責任準備金調整加算額－最低責任準備金調整控除額 

（＝期ズレ解消後の最低責任準備金） 

     

     責任準備金＝最低責任準備金（継続基準）＋数理債務＋資産評価調整控除額 

           －資産評価調整加算額－未償却過去勤務債務 

    （※）責任準備金の下限は、最低責任準備金（継続基準）となります。 

 

（注）最低責任準備金調整控除額が計上される場合

最低責任準備金（継続基準）

最低責任準備金
調整控除額

最低責任準備金

未償却過去勤務債務残高

資産評価調整加算額 資産評価調整控除額

数理債務

責任準備金
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 イ．最低責任準備金調整額（次表※１） 

     最低責任準備金調整加算額と最低責任準備金調整控除額の貸借対照表への表示方法は次のと 

おり。 

・ 最低責任準備金調整加算額が計上される場合、貸借対照表の負債勘定に「最低責任準備金 

調整額」としてプラス計上する。 

・ 最低責任準備金調整控除額が計上される場合、貸借対照表の負債勘定に「最低責任準備金 

調整額」としてマイナス計上する。 

 

  ウ．資産評価調整額（次表※２） 

    資産の数理的評価を行う場合に計上される資産評価調整加算額と資産評価調整控除額の貸借対 

照表への表示方法が次のとおり変更となる。 

・ 資産評価調整加算額が計上される場合、貸借対照表の資産勘定に「資産評価調整額」とし 

てプラス計上する。 

・ 資産評価調整控除額が計上される場合、貸借対照表の資産勘定に「資産評価調整額」とし 

てマイナス計上する。 

貸借対照表の概要
 純資産（負債）

 純資産（資産）
 給付債務
　　数理債務
　　最低責任準備金（継続基準）

 資産評価調整額（※２） 　　　　最低責任準備金
 未償却過去勤務債務残高等 　　　　最低責任準備金調整額（※１）

 基本金（不足金） 基本金（剰余金）

（６）積立上限額 

積立上限額の財政検証を行う際に使用する代行部分の総給付現価、免除保険料率収入現価、政 

府負担金現価の計算基礎率には、代行保険料率の算定で用いた基礎率を使用する。なお、過去 

期間代行給付現価が代行部分の給付現価（※）を上回らないと判断した場合には、代行部分の 

給付現価を過去期間代行給付現価で置き換えることができる。 

（※）代行部分の給付現価＝代行部分の総給付現価－免除保険料率の収入現価 

－政府負担金現価 

 

（７）その他 

①予定死亡率の変更 

     今回の厚生年金本体の財政検証に準拠したものとする。 

②数理書類の様式も上記改正に併せて適宜改正する。 

③数理債務の定義等、関連する項目の基準を変更する。 

④回復計画作成時の最低責任準備金の将来予測に用いる利率の下限を変更する。 

⑤掛金見直しが不要の場合に提出する変更計算報告書の提出期限を、該当した日から 11 か月 

以内に延長する。 
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（８）適用時期 

基本部分の掛金計算における基本プラスアルファ部分と代行部分の分離は、財政計算については 

平成２２年３月３１日以降を基準日とするものから適用し、財政決算については当該計算の直後 

に行われるものから適用する。 

ただし、平成２４年３月３１日以前を基準日とする財政計算は改正前の財政運営基準を用いるこ 

とができる。 

 

３．「決算通知」、「資産分割通知」、「設立、合併・分割通知」の改正関係 

   勘定科目の変更に伴う見直しが行われたもの。 

適用時期： 

・ 決算通知：平成２２年３月３１日以降を基準とするものから適用。 

ただし、決算通知のうち、代行部分と基本プラスアルファ部分の掛金分離に伴 

うものは、改正後の財政運営基準の適用後に適用する。 

・ 資産分割通知：平成２１年１０月 1 日以降を分割日とするものから適用。 

         ただし、資産分割通知のうち、継続基準による資産の分割に伴うものは、 

改正後の財政運営基準の適用後に適用する。 

・ 設立、合併・分割通知：平成２１年１０月１日以降を設立日等とするものから適用。 

以上 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


